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 地方独立行政法人福岡市立病院機構監事監査規程第７条の規定により，平成２２年度

監事監査計画を次のとおり定める。 
 
 
第１ 監査の基本方針 

   法人の業務の適正かつ効率的な運営を図ること及び会計処理の適正を確保する

ことを目的に監査を実施する。 

特に法人移行初年度である今年度については，地方独立行政法人法第３条に定め

る業務の公共性，透明性及び自主性などの制度運営の原則との整合性に着目するも

のとする。 

 

 
第２ 監査の内容 
 
   別紙（平成２２年度監事監査実施計画書）のとおり 
 
 
 

資料４ 



平成２２年度 監事監査実施計画書 
 

項目 作業内容 監査実施時期 
監査対象部署 

１ 理事会運営の合規性の確

認 
 理事会への出席及び理事会議事録の

査閲等を通して，理事会運営及び議決

が法令及び法人規程等に照らして適正

になされたか確認する。 
 

理事会開催時等 

２ 「財務諸表」等の決算書

類の内容の確認 
 

「財務諸表」及び「決算報告書」等の

書類が「地方独立行政法人会計基準」

等に従って適正に作成されているかに

ついて確認する。 
 

平成２３年４月から

６月（期末監査） 

３ 経営の効率性の確認 
 
 

 理事会等への出席を通して，法人経

営における効率性の追求が十分である

か確認する。 
 

理事会開催時 
その他随時（通年） 

４ 業務執行の適切性の確認 
 

内部監査室と連携し，業務が適正か

つ効率的に運営されているか，また，

会計処理が適正になされているか確認

する。必要に応じ，監事自らの実査に

より確認を行う。 
 

随時 
（参考：内部監査の実

施は１１月を予定） 
 

５ 各種規程内容の合規性の 
確認 

 

 各種規程の内容が，法令及び会計基

準に照らして適正であるか確認する。

 
 

１０月・１１月 

 

別紙 


